
県と市町村の役割

村町市県

主な役割 安定的な財政運営や効率的な事業等の
実施について、中心的な役割を担う

住民の身近な窓口として、被保険者証
の交付や保険料（税）の徴収、保険給
付、保健事業等を行う

資格管理 ・事務の効率化、標準化、広域化を
推進

・被保険者証の交付

保険料（税） ・国保事業費納付金を決定
・市町村の標準保険料率を算定、公表

・標準保険料率等を参考に保険料（税）
を決定
・保険料（税）の賦課、徴収

保険給付
・保険給付に必要な費用を市町村に
支払う
・市町村が支給した保険給付の点検

・保険給付の決定、支給
・個々の事情に応じた窓口負担減免

保健事業 ・市町村に対して必要な助言、支援
・被保険者の特性に応じた保健事業を
実施（健診等）

被保険者証が交付されたら
●記載内容（名前や生年月日、日付等）を
確認しましょう。
●いつでも使えるよう、手元に保管しましょう。
●被保険者証の貸し借りはやめましょう。
●国保の資格がなくなったときは市町村に
返しましょう。

国保のしくみ

国国保保にに加加入入すするる人人
他の健康保険（例えば職場の健康保険組合や共済組合等）の加入者
とその家族、生活保護を受けている世帯、後期高齢者医療制度加入
者等を除いて、すべての人が国保の加入者「被保険者」になります。

国保への加入は世帯単位ですが、家族一人ひとりが被保険者です。
国保への加入の届け出は、世帯主が行うことになっています。
また、世帯主が職場の健康保険に加入している場合でも、家族に一
人でも国保の被保険者がいれば、保険料（税）を納める義務が世帯主
にあります。

お店等を経営する自
営業の人

農業・漁業等に従事
している人

退職して職場の健康
保険をやめた人とそ
の家族

パート、アルバイト
等で、職場の健康保
険に加入していない
人

臨時的事業のため事
業者に雇用されてい
る人

3か月を超えて日本
に滞在するものと認
められた外国人及び
他の健康保険の加入
者を除いた特定技能
外国人

ポイント
令和６年12月２日以降、被保険者証の新規発行が停止され、マ
イナンバーカードと一体化する予定です。マイナ保険証を保有
していない方には「資格確認書」が交付される予定です。

各種届け出や保険料（税）の納付、国保に関するお問い合わせは
お住まいの市町村の国保担当窓口へ


